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きもちリフレッシュ講演会

新春初笑い！
落語家に学ぶストレス解消
発声法講座

も
医
療
費
受
給
資
格
証
、
利
用
料

▼ 

利
用
料
金
　
2
千
円
（
市
民
税
非
課
税
世
帯

は
無
料
）

▼ 

問
い
合
わ
せ
　
同
課
子
育
て
支
援
担
当
（
内

線
２
６
２
）

南
河
原
保
育
園
の
煙
突
撤
去
工
事

に
伴
い
園
舎
な
ど
を
移
転
し
ま
す

　
南
河
原
保
育
園
の
煙
突
撤
去
工
事
に
伴
い
園

児
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、一時
的
に
「
つ
ど

い
の
広
場 

み
な
み
か
わ
ら
」
へ
園
舎
を
移
転
し

ま
す
。
ま
た
、
園
舎
の
移
転
に
伴
い
「
つ
ど
い
の

広
場 

み
な
み
か
わ
ら
」
に
つ
い
て
は
南
河
原
支

所
内
南
河
原
学
童
保
育
室
で
実
施
し
ま
す
。

　
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
工
事
期
間
　
平
成
27
年
1
月
5
日
㈪
〜
31
日
㈯

南
河
原
保
育
園

・ 

移
転
先　
つ
ど
い
の
広
場 

み
な
み
か
わ
ら

（
南
河
原
２
６
１
１
―
2
）

・
電
話
番
号　
５
５
７
―
３
２
３
４

つ
ど
い
の
広
場 

み
な
み
か
わ
ら

・ 

移
転
先　
南
河
原
支
所
内
南
河
原
学
童
保
育

室
（
南
河
原
７
９
０
）

・ 

開
所
日
時　
月
・
水
・
金
曜
日
の
午
前
9
時

〜
午
後
2
時

・ 

電
話
番
号　
５
５
７
―
３
３
３
１
（
工
事
期

間
中
の
み
）

▼ 

問
い
合
わ
せ
　
子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援

担
当
（
内
線
２
９
２
）

　
病
児
・
病
後
児
保
育
施
設
と
は
、
保
護
者
の

就
労
な
ど
に
よ
り
、
病
気
や
病
気
回
復
期
の
子

ど
も
を
保
育
で
き
な
い
と
き
に
、
子
ど
も
を
預

か
る
施
設
で
す
。
な
お
、
施
設
で
は
看
護
師
と

保
育
士
が
保
育
を
行
い
ま
す
の
で
、
安
心
で
す
。

　
「
子
ど
も
が
病
気
だ
け
ど
、
ど
う
し
て
も
仕

事
が
休
め
な
い
」「
冠
婚
葬
祭
が
入
っ
て
し
ま
っ

た
」「
保
護
者
が
病
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
こ

ん
な
と
き
は
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼ 

施
設
　
病
児
・
病
後
児
保
育
所
「
げ
ん

き
キ
ッ
ズ
」
☎
０
９
０
―
８
１
１
１
―

８
７
５
１
（
小
見
１
４
０
４
―
1
）

▼
対
象
　
乳
幼
児
〜
小
学
3
年
生

▼ 

保
育
時
間
　
月
〜
金
曜
日
の
午
前
8
時
〜
午

後
6
時

▼ 

利
用
方
法
　

① 

事
前
に
施
設
へ
病
児
・
病
後
児
保
育
利
用

者
登
録
書
（
子
育
て
支
援
課
ま
た
は
「
げ

ん
き
キ
ッ
ズ
」
で
配
布
）
を
提
出
す
る
。

② 

主
治
医
ま
た
は
小
児
科
医
の
診
察
を
受

け
、
病
児
・
病
後
児
保
育
利
用
申
請
書
の

医
師
確
認
欄
に
記
入
し
て
も
ら
う
。

③ 
前
日
ま
で
に
施
設
へ
利
用
予
約
を
す
る
。

④ 
利
用
日
当
日
は
、
次
の
も
の
を
持
参
の

上
、
来
所
す
る
。

▼ 

利
用
日
当
日
に
持
参
す
る
も
の
　
利
用
申
請

書
、
印
鑑
（
朱
肉
を
必
要
と
す
る
も
の
）、

保
育
を
行
う
子
ど
も
の
健
康
保
険
証
、
子
ど

1213

ご
利
用
く
だ
さ
い

病
児
・
病
後
児
保
育

　笑ったり声を出したりすることは、
免疫機能が活発になるだけでなく、ス
トレス解消にも効果があります。お腹
の底から声を出して、新春を晴れやか
な気持ちで迎えましょう。
▶日 時　 平成27年1月9日㈮午後

2時～ 4時（開場は午後1
時30分）

▶場 所　商工センターホール
▶内 容　 柳家小団治さん（落語家）

による講演「落語家に学
ぶストレス解消発声法＆
あなたも落語家体験講
座」

▶定 員　150人（先着順）
▶入 場 料　無料
▶申し込み・問い合わせ　
　 12月25日（木）までに電話で保健セ
ンター健康づくり支援担当（市役所
内・内線378）

　今年の国民健康保険特定健康診査、後期高齢者健康診査はもう
受けましたか。
　健診期間は、平成27年2月28日（土）までです。自覚症状なく
進む生活習慣病の発病や重病化の予防を図るため、健診は重要な
役割を担っています。健診を毎年受けて、自分の健康状態をチェッ
クしましょう。
・対象の方には5月下旬に受診券を送付しています。
・ 実施できる医療機関など、詳しくは受診券に同封の「健康診査の
ご案内」をご覧になるか、保険年金課まで問い合わせください。

・ 平成26年10月6日時点で行田市国保特定健診の受診を確認で
きなかった方には、11月に行田市国保特定健診の案内はがきを
送付しました。

　※ 今年度既に受診している場合や、国保の資格を喪失した場合
は、行き違いですのでご容赦ください。

▶問い合わせ　 【国保特定健診】保険年金課国保担当(内線271)
　　　　　　　【後期高齢者健診】同課医療担当(内線226)

国保マスコット
健康まもるくん

　これまで、公的年金（遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など）を受給している方は、母子
家庭や父子家庭などの方に支給される児童扶養手当を受給できませんでした。しかし、12月1日㈪から公的年
金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
　新たに児童扶養手当を受給するためには、子育て支援課での申請が必要です。

▶今回の改正により新たに手当を受給できる場合　
　・ 子どもを養育している祖父母などが、低額の老齢年

金を受給している場合
　・ 父子家庭で、子どもが低額の遺族厚生年金のみを受

給している場合
　・ 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、子どもが低額の

遺族年金のみを受給している場合 など

▶支給開始日　
　手当は、申請の翌月分から支給開始となります。
　※ これまで公的年金を受給していたことで、児童扶養

手当が受給できなかった方のうち、12月1日に支
給要件を満たしている方が、平成27年3月までに
申請した場合は、12月分の手当から受給されます。
なお、12月～平成27年3月分の手当は、平成27
年4月10日㈮に支払われます。

▶問い合わせ　子育て支援課子育て支援担当（内線262）

12月1日から児童扶養手当の一部が改正されます

　
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
は
、

育
児
の
援
助
を
行
い
た
い
方
（
協
力
会
員
）
と

育
児
の
援
助
を
受
け
た
い
方
（
依
頼
会
員
）
と

の
間
の
相
互
援
助
活
動
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
も
、
あ
ら
か
じ
め
会
員
登
録
が
必
要

で
、
会
員
間
の
利
用
調
整
は
行
田
市
社
会
福
祉

協
議
会
が
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン

タ
ー
で
は
、
随
時
育
児
の
援
助
を
行
っ
て
い
た

だ
け
る
協
力
会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
子
育

て
経
験
か
ら
得
た
育
児
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
し

た
い
方
、
子
ど
も
が
好
き
な
方
、
自
身
の
余
暇

時
間
を
活
用
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
興
味

の
あ
る
方
な
ど
、
多
く
の
方
の
登
録
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

▼
主
な
活
動
内
容
　

　
・ 

保
育
園
、
幼
稚
園
、
小
学
校
お
よ
び
学
童

保
育
室
な
ど
へ
の
送
迎
、
下
校
後
・
降
園

後
の
一
時
預
か
り

　
・ 

冠
婚
葬
祭
や
学
校
行
事
な
ど
、
保
護
者
の

突
発
的
な
外
出
時
の
一
時
預
か
り

▼ 

応
募
条
件
　
市
内
在
住
の
方
※
送
迎
を
行
う

方
は
、
普
通
運
転
免
許
証
お
よ
び
自
家
用
車

を
所
有
し
て
い
る
こ
と

▼ 

謝
礼
　
協
力
会
員
に
は
、
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
と
し
て
謝
礼
を
支
払
い
ま
す
。

　
・ 【
月
〜
金
曜
日
（
祝
日
を
除
く
）
の
午
前

7
時
〜
午
後
7
時
】
30
分
当
た
り
３
５
０

円

　
・【
右
記
以
外
】
30
分
当
た
り
４
０
０
円

　
・ 【
連
絡
手
数
料
】
１
回
の
活
動
に
つ
き

１
０
０
円

▼ 

登
録
先
　
行
田
市
社
会
福
祉
協
議
会
、
子
育

て
支
援
課

▼ 

問
い
合
わ
せ
　
同
協
議
会
☎
５
５
０
―
７
６

２
０
ま
た
は
同
課
保
育
担
当
（
内
線
２
６

３
）平

成
27
年
度
　
小
・
中
学
校
の
き
ら

き
ら
サ
ポ
ー
タ
ー
を
募
集
し
ま
す

　
市
で
は
、
小
・
中
学
校
の
特
別
支
援
学
級
な

ど
で
、
児
童
生
徒
に
対
し
て
学
校
生
活
上
の
補

助
を
行
う
「
き
ら
き
ら
サ
ポ
ー
タ
ー
」
を
募

集
し
ま
す
。
資
格
は
特
に
問
い
ま
せ
ん
。
特
別

支
援
教
育
に
理
解
の
あ
る
方
、
子
供
た
ち
に
関

わ
る
仕
事
の
経
験
が
あ
る
方
を
は
じ
め
、
多
く

の
方
の
応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

▼ 

勤
務
時
間
　
原
則
、
勤
務
校
の
始
業
時
刻
か

ら
終
業
時
刻
ま
で
（
夏
休
み
や
冬
休
み
な
ど

長
期
休
業
日
は
勤
務
な
し
）

▼
勤
務
場
所
　
市
内
の
小
・
中
学
校

▼ 

賃
金
　
時
給
８
３
０
円
（
交
通
費
な
ど
の
支

給
は
あ
り
ま
せ
ん
）

▼ 

選
考
方
法
　
書
類
審
査
お
よ
び
面
接
（
2
月

上
旬
〜
中
旬
）

▼ 

申
し
込
み
　
学
校
教
育
課
で
配
布
し
て
い
る

指
定
の
履
歴
書
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
平
成
27
年
1
月
9
日
㈮
ま
で
に
持
参

ま
た
は
郵
送
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。【
持

参
・
郵
送
】
〒
３
６
１
―
０
０
５
２ 

行
田

市
本
丸
2
―
20 

行
田
市
教
育
委
員
会
学
校

教
育
課

▼ 

問
い
合
わ
せ
　
同
課
指
導
担
当
☎
５
５
６
―

８
３
１
６

行
田
市
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン

タ
ー
の
協
力
会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す

今年の行田市国保特定
健診、後期高齢者健診
はもう受けましたか

児童扶養手当の月額
・子ども1人の場合
　【全部支給】41,020円
　【一部支給】 41,010円～ 9,680円（前年の所

得に応じて決定されます）
・子ども2人以上の加算額
　【2人目】5,000円
　【3人目以降】1人につき3,000円
※ 受給している年金額が手当額より低いかど
うか、確認してください。


